
○ 下記の確認手順により対象職員の決裁文書に添付されている写真、定量結果及び電気泳動結果を印刷した資料と鑑定機器等
に保存されている電子データを比較することなどにより、不適切な取扱いの有無の確認を行った。なお、本確認手順について
は、外部有識者である玉木京都大学名誉教授・青木名古屋市立大学名誉教授から意見聴取した上で策定した。
【対象職員によるＤＮＡ型鑑定に係る確認手順】
◇対象職員が作成等したものの確認
▷写真
・ 外観検査時に撮影された鑑定資料の写真と警察署等に返還する前に撮影された残余資料の写真を比較
・ ワークシートの記載（鑑定資料の形状、鑑定資料の切り出し部分等）と写真に整合しない点がないかを確認
▷写真データ
・ 決裁に使用された写真の基となった写真データの特定
・ ワークシートの記載（外観検査日、鑑定資料の形状等）と写真データの撮影日時に整合しない点がないかを確認
▷定量データ
・ 決裁に使用された定量結果印刷資料の基となった定量データの特定
・ 決裁に使用された定量結果印刷資料と特定した定量データに整合しない点がないかを確認
・ ワークシートの記載（定量日等）と特定した定量データの定量日等に整合しない点がないかを確認
・ 一つの鑑定資料について、複数の定量データが確認された場合には、適切なデータを採用しているか、採用したデータ
に改変が行われていないかなどを確認

▷電気泳動データ及び解析データ
・ 決裁に使用された電気泳動データの解析結果印刷資料の基となった電気泳動データ及び解析データの特定
・ 決裁に使用された電気泳動データの解析結果印刷資料と特定した電気泳動データ及び解析データに整合しない点がない
かを確認
・ ワークシートの記載（電気泳動日）と特定した電気泳動データの電気泳動日に整合しない点がないかを確認
・ 特定した電気泳動データ及び解析データについて、他の電気泳動データを、名称を変更するなどして使用していないか、
電気泳動結果解析ソフトの解析条件の設定を変更していないかなどを確認

▷ワークシート
・ ワークシートの記載内容に不適切な取扱いが認められるものがないかを確認
▷ＤＮＡ型検査結果表
・ ＤＮＡ型検査結果表の記載内容が解析データと整合しているかなどを確認

◇再鑑定結果の確認
・ 再鑑定結果について、上記の確認を実施
・ 対象職員による鑑定と再鑑定について、それぞれの写真、写真データ、定量データ、電気泳動データ及び解析データを
比較

◇佐賀県警察職員への確認
・ 佐賀県警察における調査や再鑑定に従事した職員に、不適切な取扱いを認定した経緯等について確認

（特別監察の趣旨・実施手順等関係）
補足資料２ 特別監察における対象職員による鑑定に係る確認手順



【ＤＮＡ型鑑定以外の対象職員による鑑定に係る確認手順】
◇対象職員が作成等したものの確認
▷写真
・ 鑑定時に撮影された写真とワークシートの記載に整合しない点がないかを確認
▷ワークシート
・ ワークシートの記載内容に不適切な取扱いが認められるものがないかを確認

◇再鑑定結果の確認
・ 再鑑定結果について、上記の確認を実施
・ 対象職員による鑑定と再鑑定について、それぞれの結果を比較

（特別監察の趣旨・実施手順等関係）
補足資料２ 特別監察における対象職員による鑑定に係る確認手順


